
◎特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関す

る法律 
（令和三年六月一六日法律第七四号）（衆）   

一、 提案理由（令和三年六月三日・衆議院本会議） 

○とかしきなおみ君 ただいま議題となりました各案について申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案につい

て、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑

み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金

の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事

したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の

認定を受けた者に対し、病態等による区分に応じて、五百五十万円から千三百万円の給

付金を支給すること、 

 第二に、独立行政法人労働者健康安全機構に基金を設け、政府は、機構に対し、給付

金の支払いに充てるための資金を交付すること 

等であります。 

 本案は、昨日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもっ

て委員会提出法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

……………（略）…………… 

二、 参議院厚生労働委員長報告（令和三年六月九日） 

○小川克巳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案は、石

綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦

痛を受けたことに係る最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、当該最

高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、そ

の損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものでありま

す。 

 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長とかしきなおみ君より趣

旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 



 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


